
 

 

東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する基準等 

（環境省告示）について 

 

 

１ 環境省告示について 

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法（平成 23年法律

第 99 号）第 6 条第 1 項の規定を実施するために、東日本大震災により生じた災害

廃棄物の広域処理に関する基準等が、4月 17 日に告示されました。 

 

(1) 災害廃棄物の受け入れ基準 

可燃物については、焼却後の焼却灰等の放射能濃度8,000㏃/㎏を下回ること。

このため、焼却前の災害廃棄物の平均的な放射能濃度は、240 ㏃/㎏以下である

ことを目安とすること。 

 

(2) 処理の方法 

ア 可燃物の焼却処理 

高度の機能を有する排ガス処理装置（バグフィルタ等）が設置されている施設で

焼却を行うこと。また、焼却灰等は一般廃棄物の最終処分場に埋立てること。 

 

イ 水面埋立の場合 

(ｱ) 陸域化した部分 

陸上の最終処分場と同様に飛散防止や覆土等を行うこと。 

(ｲ) 水面部分 

埋立する災害廃棄物から溶出する放射性物質の総量と災害廃棄物の埋立

処分を終了するときの水面埋立地の残余水面部の内水の総量から、内水の

濃度を算出し、「公共の水域における放射性物質の濃度限度」以下であること。 
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(3) 広域処理における安全性の確認方法 

ア 搬出側での確認方法 

(ｱ) 一次仮置場において、災害廃棄物の種類ごとに放射能濃度を測定し、受入

基準を満たしていることを確認すること。 

(ｲ) 二次仮置場から災害廃棄物を搬出する際に、当該廃棄物の周辺の放射線量

を測定し、バックグラウンドと比較して有意に高くないことを確認すること。 

 

イ 受入側での確認方法 

(ｱ) 焼却灰等の放射能濃度を月１回程度測定するとともに、焼却等に伴い生じた

排ガスの排出口において当該排ガス中の放射能濃度を月１回程度測定する

こと。 

(ｲ) 焼却工場及び最終処分場の敷地境界において放射線の量を７日に１回程度

測定すること。 

(ｳ) 水面埋立の場合、残余水面部の内水の放射能濃度を月１回程度測定すること。 

 

２ 国への要望と回答について 

(1) 経緯 

・3月 6 日付：神奈川県及び３政令市は国に対して、東日本大震災により生じた

災害廃棄物の広域処理に関する要望を行いました。 

・3月 18 日付：国から要望に対する回答が送付されました。  

・4 月 12 日付：回答に追記する旨の文書が送付されました。 

 

(2) 追記の内容 

｢なお、安全性の基準を満足した上で、搬出側の災害廃棄物の放射能濃度と

受入側地域の一般廃棄物の放射能濃度が同程度である場合に受入れを行うこと

とすることは、より住民の安心が得られるよう配慮したものであると考えられ

ます。｣との内容が 3月 18 日付けの回答に追記されました。 
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東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する要望について 

 

 東日本大震災では、岩手県と宮城県において2,000万トンを超える災

害廃棄物が発生していることに加え、東京電力福島第一原子力発電所の

事故により、放射性物質が放出されるという事態に見舞われた。 

 このような事態に対処するため、平成23年８月に、東日本大震災によ

り生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法及び平成二十三年三月十

一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により

放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法が

公布され、法制度の整備も行われたが、しかし、放射能に対する不安な

どから住民の理解が得られず、自治体による取組が進んでいないのが現

状である。 

 神奈川県では、昨年12月に、焼却施設を持つ横浜市、川崎市、相模原

市と連携し、県民の理解を得た上で、災害廃棄物の受入を行う方針を表

明し、県民との直接対話を実施するなど、説明に努めているところであ

る。 

 県と３市では、この国難を乗り越え東北の復興を図るため、災害廃棄

物の受入に向け、今後とも最大限の努力を払っていく所存である。しか

し、自治体が、地域住民の理解を得て広域処理に取り組むためには、災

害廃棄物の処理について、新たな特別の枠組みや財政的、技術的支援が

不可欠であるので、県民・市民の意見・要望を踏まえ、次の事項を要望

する。 
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１ 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に

おいて規定する災害廃棄物について、広域処理を推進するため、次の

事項について法的措置等を図ること。 

（１）災害廃棄物の広域処理に関する国の責任の明確化 

（２）広域処理する災害廃棄物の処理規定の整備 

（３）受入れる災害廃棄物に係る放射性物質濃度基準の設定 

（４）広域処理に係る全ての経費の国による負担 

（５）国民に対する国の説明責任 

 

２ 災害廃棄物の広域処理に関して国が負担する経費については、直接

的な経費のみならず、間接的な経費も負担すること。例えば、災害廃

棄物の広域処理に使用した処理施設を再整備する際には、国として必

要な財政支援を行うなど、適切な対応を行うこと。 

 

３ 災害廃棄物の広域処理に関して焼却灰等の埋立処分を行う場合には、

最終処分場の負担軽減に資するよう、焼却残渣等の再生利用について

国として積極的に取り組むこと。 

 

４ 災害廃棄物の焼却灰等の埋立について、安全性の考え方や技術的な

指針を明確にすること。また、国民の安心が得られていない状況から、

国として、国民の不安解消に向けて積極的に取り組むこと。 
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東日本大震災により生じた災害廃棄物の 
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（答） 

（１）について 

昨年８月に成立した東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特

別措置法（平成 23 年法律第 99 号。以下「災害廃棄物処理特別措置法」という。）

において、国の責務が法律上明らかとなり、その中で広域処理の要請に関する規

定が設けられています。 

今般、広域処理への協力を都道府県等に具体的内容を明示し、文書で正式に要

請する方針が内閣総理大臣から示されたことから、同法に基づき、国の責任を明

確にした上で、都道府県等に対して改めて正式に要請することとしています。 

 

（２）及び（３）について 

  住民の理解を得て広域処理が円滑に進むよう、環境省では「広域処理の推進に

係るガイドライン」を策定し、災害廃棄物の安全性の考え方等を取りまとめてい

ます。 

  また、今般、災害廃棄物処理特別措置法に基づき環境大臣が定める告示として、

災害廃棄物の放射性物質濃度に関する安全性の基準、焼却等の処理方法を定める

こととしています。 

 

 

 

 

 

 

１ 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法において規

定する災害廃棄物について、広域処理を推進するため、次の事項について法的措

置等を図ること。 

（１）災害廃棄物の広域処理に関する国の責任の明確化 

（２）広域処理する災害廃棄物の処理規定の整備 

（３）受入れる災害廃棄物に係る放射性物質濃度基準の設定 

（４）広域処理に係る全ての経費の国による負担 

（５）国民に対する国の説明責任 
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（４）について 

広域処理は、被災地の災害廃棄物処理事業により実施されるものであり、その

処理・処分費用については、実質的に全額国が負担することとしています。 

また、受入側の自治体への支援を拡充するため、今般、災害廃棄物を受け入れ

る施設の減価償却費を含めて国が全額負担するとともに、災害廃棄物の受入れに

伴い、受入側の自治体が地域住民の方々の安心の確保のために要した費用（放射

能測定、住民向け説明会等）についても国が支援することとしました。 

 

（５）について 

  災害廃棄物の広域処理の推進については、政府を挙げて取り組んでいるところ

であり、内閣総理大臣自ら記者会見等において説明を行うなどしており、今後と

も広域処理に関する国の説明責任を果たしてまいります。 

また、広域処理の必要性や安全性を国民に理解していただくため、パンフレッ

ト、ホームページ、映像資料、新聞等のメディアを通じた広報についても、一層

積極的に取り組んでまいります。 

 

  

 

（答） 

 今般、広域処理により災害廃棄物を受け入れる施設の減価償却費についても国が

負担することとしました。 

 また、災害廃棄物を埋め立てたことにより減少した処分場の容量に対応するため、

それに見合った最終処分場の建設が必要になることに対する支援措置についても、

今後具体化することとしています。 

 

 

 

 

２ 災害廃棄物の広域処理に関して国が負担する経費については、直接的な経費の

みならず、間接的な経費も負担すること。例えば、災害廃棄物の広域処理に使用

した処理施設を再整備する際には、国として必要な財政支援を行うなど、適切な

対応を行うこと。 
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（答） 

 災害廃棄物の処理に当たっては、「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マ

スタープラン）」（平成 23 年５月 16 日策定）において、再生利用が可能なものは極

力再生利用する方針を示しているところです。また、焼却灰をセメント原料として

利用する場合や溶融スラグの再生利用について、安全性の考え方を示しました。 

復旧・復興事業等における再生資材の利用促進については、関係省庁のほか、業

界団体にも協力を要請しているところであり、災害廃棄物であるコンクリートくず

や溶融スラグ等の再生利用について、引き続き積極的に取り組んでまいります。 

 

 

 

（答） 

災害廃棄物の焼却灰等の埋立については、これまでにも安全性の考え方や技術的

な指針をガイドライン等の形でお示ししてきたところです。 

今後も引き続きそれらの検討を行うこととしており、ガイドライン等を一層充実

させていきたいと考えています。 

また、住民の不安を解消するため、放射能測定を拡充し、今後は処分場における

測定も国が財政支援するとともに、受入自治体から要請があれば、国も前面に立っ

て自治体とともに放射能測定を実施することとしました。 

これらに加え、広域処理の必要性や安全性を国民に理解していただくため、パン

フレット、ホームページ、映像資料や新聞等のメディアを通じた広報についても、

引き続き積極的に取り組んでまいります。 

  

 

３ 災害廃棄物の広域処理に関して焼却灰等の埋立処分を行う場合には、最終処分

場の負担軽減に資するよう、焼却残渣等の再生利用について国として積極的に取

り組むこと。 

４ 災害廃棄物の焼却灰等の埋立について、安全性の考え方や技術的な指針を明ら

かにすること。また、国民の安心が得られていない状況から、国として、国民の

不安解消に向けて積極的に取り組むこと。 
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